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Iは じめに

　近年虐待を理由に児童養護施設に入所する児童数は急

増 しているが、施設入所後に被虐待体験の影響や社会的

スキルの欠如により、自己毀損や暴力等の行動を生 じる

ことが少な くない。

　こうした被虐待児の児童養護施設における処遇につい

て、永井1)は1)人 間関係の回復、2)社 会的スキルの

学習、3)当 り前の日常生活の保障の3点 が重要 と指摘

し、更に社会的スキルの学習のためには、構造化 された

グループの中で体系的に個々の児童にあった社会的スキ

ルを学ぶことができるSSTが 有効であると述べている。

　全 国の児童養護施設においてSSTが どの程度実施さ

れているかについての調査はないが、同じく被虐待児の

割合が近年急増 している情緒障害児短期治療施設注1で

の被虐待児に対する治療技法に関する研究2)で は、SST

の有効性 を多 くの施設が認めながらも、実際に実施 して

いるのは回答を寄せた30施 設のうち5施 設(17%)

のみであった。

　以上のように児童福祉施設におけるSSTの 実践は有効

性が認識 されなが らも十分に行われていないのが現状で

ある。五所川原児童相談所 と児童養護施設幸樹 園では平

成15年 度 より入所児童 を対象としたSSTに 取 り組んで

お り、この度その取 り組みをまとめ発表することとした。

Ⅱ　 目的

　本発表は児童養護施設におけるSSTの 取 り組みについ

て、その効果と今後の課題を検討することを目的とする。

Ⅲ　研究の経過

　 1)現 在までの取 り組み経過

　　　青森県においては虐待を受 けた児童や虐待 をして

　　しまう親 に対 して治療的な働 きかけをす るために、

　　平成12年 度から中央児童相談所 において 「被虐待

　　児フォローアップ事業」 を実施 し、以後県内の他児

　　童相談所 において も同様の事業 を実施 している。児

　　童養護施設入所児童を対象 としたSSTは 本事業の中

　　の「集団心理治療指導」の1つ として位置づけられる。

　　　今回検討を行 う児童養護施設においては、平成15

　　年度 より毎年5～6名 の児童を対象に各回 「上手な

　　コミュニケーシ ョン」等 をテーマに年10回 開催 し

　　ている。

　 2)平 成20年 度の実施状況

　　　「話を聞 く時に口をはさまない」等の社会的スキ

　　ルが不足 していると判断される4名 の児童(小 学校

　　 2・3年 生)を 対象に月1回 、年10回 の計画で実

　　施中である。(平成20年11月 末で7回 実施)。スタッ

　　フはリーダー1名(施 設職員)、コリーダー2名(施

　　設職員 ・児童相談所職員)、 記録1名(児 童相談所

　　職員)。 毎回テーマを決め、構造化 された進め方で

　　行っている(今 年度のテーマやセ ッシ ョンの進め方

　　は当日資料により提示する)。

　 3)SSTの 効果の測定

　　　社会的スキルの伸びを測定するため、担当職員等

　　が コミュニケーション行動に焦点を当てた 「子ども

　　の行動評価表」等を用いて実施前 と実施後に評価を

　　行っている。

Ⅳ　結果

　 1)コ ミュニケーシ ョン行動の評価結果

　　　平成19年 度の施設担当職員等 によるコミュニ

　　ケーシ ョン行動 の評価で は参加児童4名 の うち、

　　ゲームでの負けや叱責等の場面で より適切にふるま

　　えるようになった といった改善が見 られたのが3

　　名、変化 な しが1名 であった。結果の詳細 と平成

　　 20年 度のグループ実施前 と12月 グループ実施後

一97一



　　の評価の結果については当 日提示する。

　 2)職 員の行動観察による児童の変化

　　　施設職員によるとSSTに 参加 した児童は 「話を聞

　　くスキルが身についた(相 手の目を見る、体の向き

　　を相手 にむける)」 「自分の気持ちを言葉にして表現

　　で きるようになった」「表情等から相手の気分等を

　　読み取 るようになった」 といったコミュニケーショ

　　ン行動の変化があった。また他児童に対 して 「相手

　　の 目を見るんだよ」等 と望 ましいコミュニケーショ

　　ン行動を教えるようになったことも認められた。

Ⅴ考察

　 1)児 童養護施設におけるSSTの 取 り組みの効果に

　　　ついて

　　　平成19年 度 に実施 した職員 による行動評価で

　　は、 コミュニケーシ ョン行動が改善 した児童が多

　　かった。また日常生活における行動観察で も話 を聞

　　く態度や自分の気持ちを言葉で表現するといった点

　　で変化が認められている。

　　 情緒障害児短期治療施設 における研究2)で は、

　　施設でのSSTの 実施について 「生活場面で生活能

　　力や対人関係の持ち方についての問題点が確認でき

　　るため 目標設定が現実的になるとともに、「宿題」

　　の遂行状況が生活場面の観察で明確に確認できると

　　い う利点がある」 と日常生活に関わる施設職員が

　　SSTを 実施する利点 を述べている。今回の検討を通

　　じて児童養護施設においても同様の利点があると考

　　えられた。従って、被虐待児童の社会的スキルを伸

　　ばすために、今後 も生活の場である児童養護施設に

　　おいてSSTを 行 う意義は高いと言える。

　 2)児 童相談所による児童養護施設へのコンサルテー

　　　シ ョン

　　 本事業の実施当初は児童相談所職員がグループを

　　運営 していたが、徐 々に施設職員の主体的な取 り組

　　みへ と移行 し、現在児童相談所職員はコリーダーと

　　記録 として参加 している。今回のように施設におい

　　て新たなプログラムを導入する場合、児童相談所が

　　コンサルテーションを行い、施設職員が主体的に取

　　り組める体制作 りを支援することは有効である。ま

　　た児童相談所 としても個別の児童についてだけでな

　　く、同 じグループの運営に携わ り参加児童について

　　意見を交換することは施設職員 との相互理解を形成

　　するのに有効であった。従って今後 も児童養護施設

　　と児童相談所が共同でグループを運営することの意

　　義は大 きい と言 える。

　 3)今 後の課題

　(1)SSTの 効果 を定量的に測定 し、より効果的な実

　　　 施方法について検討を行 う必要がある。

　 (2)施 設全体で社会的スキルの伸長を図る方法につ

　　　 いて、学校教育 におけるクラス全体 を対象 とし

　　　 たSSTの 取 り組み3)等 を参照 しなが ら検討 を

　　　 行 う必要がある。

注1:軽 度の情緒障害 を持つ児童を、短期間入所、或い

は通所 させて治療する施設
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